
交通事故被害者の方への支援制度について
交通事故被害世帯の方に、次のような支援制度がありますのでご利用ください。

【ナスバ「友の会」の募集】
　独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)の ｢友の会｣ は、自動車事故でお父様、お母様が亡くなら
れたり、重度の後遺障がい者となられたご家族のお子様を励ますため、毎年コンテストや体験学習など
いろいろな行事を行っています。ぜひご参加ください。(会費は無料です)

○お問い合わせ　独立行政法人　自動車事故対策機構　函館支所(ナスバ函館支所)　☎0138‒88‒1007

【交通事故遺児等への無利子貸付】
■対象
　 　自動車事故により保護者の方が亡くなられた
り、重い後遺障害を残すことになったご家庭
(生活困窮家庭)のお子様に対して、無利子で生
活資金を貸し付けています。(中学卒業迄)

■貸付金額(無利子)
　 　一人につき最初一時金１５万５千円、以後月
2万円、小・中学校入学時に入学支度金４万４
千円

■返還方法
　原則として20年以内の月々均等払い

【重度後遺障害者介護料支給】
■対象
　 　自動車事故により、脳、脊髄、または胸腹部
臓器に損傷を受け、常時または随時の介護を必
要とする一方で、一定の要件に該当する方。
■支給額
　 　月額２９, ２９０円～１３６, ８８０円の間
で、障害の程度により支給

　※ 支給月は３、６、９、１２月で、3か月分を
一括支給

1月20日（水） から2月20日（土） は、

お問い合わせ：住民課住民環境グループ

　戦後、未解決であった領土問題の内、奄美群島、小笠原諸島、そして沖縄が祖
国に復帰しましたが、北方領土すなわち歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北
方４島は、未だ祖国復帰が実現していません。
　北方領土問題の解決のためには、領土返還に向けた外交交渉の展開を強く要望
する道民世論の結集が何よりも必要です。現在、役場ロビーなどで署名用紙を設
置しておりますので、ご協力ください。
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